
熊本県知事(1)第5594号
〒861-8409 熊本市南区日吉2丁目12番70号
TEL：096-288-6309　FAX：096-288-6329

Precious land LFP/90

分譲地 熊本市西区池亀町　全４区画
所在地 【1号地】熊本市西区池亀町719番3、719番12（ゴミ置場部分　持分8/1）

【2号地】熊本市西区池亀町719番4、719番12（ゴミ置場部分　持分8/1）
【5号地】熊本市西区池亀町719番7、719番12（ゴミ置場部分　持分8/1）
【6号地】熊本市西区池亀町719番8、719番12（ゴミ置場部分　持分8/1）

価格

ナビ検索

【1号地】建売予定
【2号地】建売予定
【5号地】19,990,000円
【6号地】19,990,000円

地積

交通

【1号地】193.47㎡（58.52坪）【2号地】195.17㎡（59.03坪）
【5号地】195.74㎡（59.21坪）【6号地】209.07㎡（63.24坪）

熊本都市バス「上熊本営業所」バス停　徒歩約7分　約557ｍ

地目 宅地・雑種地（ゴミ置場部分）

熊本市西区池亀町9-13南側

土地権利 所有権

都市計画 市街化区域

用途地域 第1種低層住居専用地域

建ぺい率 40％

容積率 80％

接道 【1号地】【2号地】北側：公道 幅員4ｍ
【1号地】【5号地】西側：公道 幅員約4ｍ
【5号地】【6号地】南側：公道 幅員約7.8ｍ　

法令制限 航空法　景観法　建築基準法第22条区域、屋外物広告物、他

設備

開発許可番号

検査済番号

学校区

公営水道　公共下水　電気

指令（開指）第2024-2189号　令和6年12月24日

開指発第2025-3090号　令和7年8月27日

現況 完成済み

池田小学校・井芹中学校

引渡し 即時

備考 ・建築条件無し

・司法書士は売主指定の司法書士となります。

・引渡しについては、現況有姿渡しとし、新たに敷地境界ブロック及びフェンス等の設置はありません。

・上水道加入金の清算有り

取引態様 専任媒介

広告有効期限 令和8年8月12日
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凡　　　　例

開発区域線(境界線)

新設公共桝(200-150)

新設給水管(PO20)

市道

集塵箇所

排水施設

道路後退部

防火水槽

官民境界立会

（西区土木センター　総務課　吉岡氏、村井氏）
市道(22号、23号、24号)：令和6年6月4日立会済み

南側市道　池亀22号線：令和6年6月4日立会済み
（県央広域本部土木部工務管理課　後藤氏、吉田氏）

第一種低層住居専用地域(40/80)

都市計画区域：市街化区域

宅地番号

面積

造成高

2.39㎡

216.69㎡

防火水槽

32.54㎡

FH10.30

9.79

9.79

既設上水道使用
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新設上水道管HPφ50 L=44.34m
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既設消火栓：嵩上げ
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※各宅地において、雨水が道路に流れ出ないように水溝工等の土砂流出防止対策

特　記　事　項

　を講じること。
※各宅地において、今後埋戻し等により擁壁設置が必要な高低差(60cm以上、水路際
　においては30cm以上)が発生した場合、基準に適合した擁壁を設置すること。
※建築時に各宅地に雨水浸透桝の設置を検討する。

比率(％)面積(㎡)色別地　目

土地利用計画表

備　考

宅地 1～8

100.00合　計

集塵箇所 申請人管理

最低面積 190.92㎡(宅地4)≧165㎡

道路後退部

防火水槽

3.18 熊本市へ帰属、管理予定

熊本市へ帰属、管理予定

下水道施設　数量集計表

数量規格・寸法名　　　称工　種 備　考

熊本市へ帰属基

単位

施設工

下水道 宅内小口径汚水桝 6

宅内小口径汚水桝 既設 基 2

宅内引込み用(新設)

※計画汚水量　　8世帯×5人×200㍑／日＝8000㍑／ 日

・実施設計に当たっては、市上下水道局と充分な打ち合わせを行い、工事申込書を提出すること。

給　水　計　画
・使用水量　　8世帯×5人×300㍑／日＝12000㍑／ 日

雨水排水施設　数量集計表

工　種 名　　　称 規格・寸法 単位 数　量

集水桝工 400×400 基雨水排水 Ｔ－25ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付集水桝

設備工
塩ビ管 コンクリート全巻 ｍVUφ100 Co全巻き

8

37.18

1620.60 宅地平均面積 202.57㎡≧190㎡

54.29

32.54

2.39

1709.82

94.78

1.90

0.14

※集塵箇所については、新設集塵箇所を設置することで、西区総務企画課環境班、
　自治会長：石田氏と協議済み。

熊本市管理

整理番号工事名称
検印 設計図面名称

申 請 者

図面番号S C A L E日　付

株式会社 ワンスフィールド
熊本市東区健軍本町３７番３４号 ℡　096-367-7527

熊本市西区池亀町

1:250

土地利用計画平面図

土地利用計画平面図

株式会社ランドフォーメーション

令和6年11月21日










